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令和８年度 館山市総合教育会議議事録

１ 開 催 日 令和８年４月２１日（火）

開会 午後２時４０分 閉会 午後３時１５分

２ 開 催 場 所 市役所本館応接室

３ 出 席 者 市 長 森 正 一

教 育 長 石 井 浩 己

教育長職務代理者 庄 司 友 之

教 育 委 員 小 柴 孝 子

教 育 委 員 平 山 利 行

教 育 委 員 小 谷 恵 子

(事 務 局) 教 育 部 長 鈴 木 浩 二

教 育 総 務 課 長 井 上 み ゆ き

同 副 課 長 並 木 敏 行

同 学校再編室長 生 稲 謙 二 朗

同 教育総務係長 川 名 恵 美

秘 書 広 報 室 長 尾 崎 章 太

４ 協  議

（1) 「館山市教育大綱」の策定について

市 長 協議事項の（１）「館山市教育大綱」の策定について。事務局より

説明を求める。

教 育 部 長 配付資料に基づき説明。

令和３年度からの「第４期館山市教育基本計画」について、第４

次「館山市総合計画」の「後期基本計画」のうち、教育に係る部分

を、「第４期館山市教育基本計画」として策定することを、令和３年

館山市教育委員会第３回定例会において可決した。

令和８年度からの「第５期館山市教育基本計画」についても、第

５次「館山市総合計画」の「前期基本計画」のうち、教育に係る部

分を、「第５期館山市教育基本計画」として策定することを、令和８

年館山市教育委員会第３回定例会において可決した。

「第５期館山市教育基本計画」１ページ、「館山市基本計画」と

「教育基本計画」の計画期間を合わせ、充実した、「館山市の教

育」を推進するため、「第５期館山市教育基本計画」の計画期間を

５年とし、今年度を初年度とし、最終年度を令和１２年度とする「館

山市教育大綱」としたい。

市 長 意見や質問はあるか。
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教 育 委 員 計画期間５年の中で、学校の編成や少子化の影響で計画が変

わることがあるのか。

教 育 部 長 総合計画の進捗は毎年確認し、KPI を見ながら協議している。

教育部分の計画が変われば変わることもある。

教 育 委 員 総合計画は１０年の計画期間だが、５年で見直せるのか。

市 長 総合計画は５年ごとに前期後期とあるため、５年で見直せる。

他に、意見や質問はあるか。その他ご意見がないようであれば、

計画期間が令和８年度から令和１２年度までの「第５期館山市教

育基本計画」を市の大綱とする。

（２）那古船形小学校・小規模特認校開校について

市 長 次に、協議事項の（２）那古船形小学校・小規模特認校開校につ

いて。事務局より説明を求める。

学 校 再 編 室 長 モニター投影資料に基づき、那古船形小学校・まなびの杜房南

小学校本校・神余分校の開校式の様子や、その後の学校の様子

を説明

教 育 委 員 統合されると、不適応感が出ることがある。スクールカウンセラー

は月 1 回か？連休明けなど、ケアをしていただきたい。

大きな集団になった時の変化、プラス・マイナスを見ていきたい。

教 育 委 員 スクールバスで、親が先に出て、子どもが家に残っていてバスに

乗り遅れることがあるか気になる。

教 育 総 務 課 長 学校の授業開始に間に合うように運行しているため、待たずに決

められた時間で出発する。

教 育 委 員 統合された時の図書室の本はどうなるのか。

学 校 再 編 室 長 両校で重複している本を除き、担当教諭が選定し統合先の学校

に移動した。

教 育 委 員 学びの多様化学校にソファや遊びのものなど、子どもが安らげる

ものがあると良い、統合した時の備品の有効活用が図れると良い。

教 育 委 員 学びの多様化学校の設置に伴い、北条小と館山中の校内支援

センターはやめるのか。

教 育 長 支援が必要な子どもたちの選択肢を増やすために残す。

教 育 委 員 学びの多様化学校は、認可が出てから生徒募集するのか。

教 育 長 認可が出るのは、令和９年３月下旬の見込のため、募集はその

前からかける。夏に学校説明会を行う。

教 育 委 員 スクールバスが出るのか。

学 校 再 編 室 長 登校を９時３０分としており、保護者の送迎とするもの。

市 長 他に、意見や質問はあるか。協議事項がすべて終了した。


